
  交野市都市計画公聴会規則  

 

（趣旨） 

第１条 この規則は、都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第１６条第１項の規定に

より開催する公聴会（以下「公聴会」という。）に関し必要な事項を定めるものとする。  

（公聴会の開催）  

第２条 市長は、都市計画の案を作成しようとするときは、当該都市計画の案が都市計画

の名称の変更その他軽易な変更のみに係るものと認めるときを除き、公聴会を開催する

ものとする。ただし、公聴会において意見を述べる者（以下「公述人」という。）がい

ない場合は、この限りでない。  

（開催の公示等）  

第３条 市長は、公聴会を開催しようとするときは、公聴会の開催を予定する日前１４日

までに、次に掲げる事項を公示するものとする。  

⑴ 作成しようとする都市計画の案（以下「都市計画案」という。）の概要  

⑵ 公聴会の開催を予定する日時及び場所  

⑶ 次条第２項に規定する書面の提出の期限  

⑷ 公聴会の傍聴の申出期限その他公聴会の傍聴手続  

（公述の申出）  

第４条 当該都市計画案に係る都市計画区域の住民その他都市計画案に利害関係を有する

者（以下「利害関係人」という。）は、公聴会において都市計画案に関し意見を述べる

ことができる。  

２ 前項の規定により意見を述べようとする者は、前条第３号に規定する期限までに、次

に掲げる事項を記載した書面（以下「公述申出書」という。）を市長に提出しなければ

ならない。 

 ⑴ 氏名又は名称及び住所  

 ⑵ 利害関係人にあっては、利害関係の内容  

 ⑶ 意見の要旨 

（公述人の選定等）  

第５条 市長は、前条第２項の規定により公述申出書を提出した者（以下「公述申出

書提出者」という。）で意見の趣旨を同じくする者が多数あるときは、公述人を選定

することができる。  

２ 市長は、前項の規定により公述人を選定したときは、その旨を意見の趣旨を同じくす

る公述申出書提出者に通知するものとする。  

３ 市長は、前条又は第１項の規定による公述人に係る公述申出書に、当該都市計画案に

関係のない意見が記載されていると認めるときは、その旨及び当該意見の部分を当該公

述人に通知するものとする。  

（公述人の指名）  

第６条 市長は、第４条又は前条第１項の規定による公述人のほか、公述申出書提出者以

外の者を公述人に指名することができる。  

２ 市長は、前項の規定により公述人を指名したときは、その旨を当該公述人に通知する

ものとする。  

（公述時間）  

第７条 公述人が意見を述べる時間（以下「公述時間」という。）は、１人につき３０分以

内で市長が定める時間とする。  

２ 市長は、前項の規定により公述時間を定めたときは、その旨を公述人に通知するもの



とする。 

（傍聴手続）  

第８条 公聴会を傍聴しようとする者は、第３条第４号の公聴会の傍聴の申出期限までに、

市長にその旨を申し出なければならない。  

（公聴会の議長）  

第９条 公聴会の議長は、市職員のうちから市長が指名するものとする。  

（意見の陳述）  

第１０条 公述人は、公述申出書（第５条第３項の規定により通知を受けた場合にあって

は、当該通知に係る意見の部分を除く。第３項において同じ。）に準拠して意見を述べ

なければならない。ただし、第６条第１項の規定により指名された公述人については、

この限りでない。  

２ 公述人は、代理人により意見を述べることができない。ただし、議長の許可を得た場

合は、この限りでない。 

３ 議長は、公述人の発言が公述申出書に準拠していないとき若しくは公述時間を超過し

たとき又は公述人に不穏当な発言があったときは、その発言を禁止し、又は退場を命ず

ることができる。  

（発言の制限）  

第１１条 公聴会においては、何人も議長の許可があった場合を除き、発言することがで

きない。 

（公聴会の秩序維持）  

第１２条 公聴会の会場においては、何人も議長の指示に従わなければならない。  

２ 議長は、公聴会の秩序を維持するために必要があると認めるときは、その秩序を乱し、

又は不穏当な言動をした者を退場させることができる。  

（公聴会の延期）  

第１３条 市長は、災害その他やむを得ない理由により、第３条の規定により公示した日

時に公聴会を開催することができないときは、当該公聴会を延期することができる。  

２ 市長は、前項の規定により公聴会を延期しようとするときは、その旨を速やかに公述

人及び傍聴人に通知するものとする。  

３ 第３条（第３号を除く。）の規定は、第１項の規定により公聴会を延期しようとする場

合に準用する。この場合において、第３条中「公聴会の開催を予定する日前１４日」と

あるのは、「変更後の公聴会の開催を予定する日前５日」と読み替えるものとする。  

（記録の作成）  

第１４条 議長は、公聴会について次に掲げる事項を記載した記録を作成しなければなら

ない。 

 ⑴ 公聴会の日時及び場所  

 ⑵ 出席した公述人の氏名又は名称及び住所  

 ⑶ 都市計画案の概要 

 ⑷ 公述人が述べた意見の全文又は要旨  

 （庶務） 

第１５条 公聴会の庶務は、都市整備部都市計画課において処理する。  

（補則） 

第１６条 この規則に定めるもののほか、公聴会の運営について必要な事項は、市長が別

に定める。 

附 則 

 この規則は、公布の日から施行する。  

 


